
[2] Ⅲ　第１　避難器具

第３節　避難設備

第１　避 難 器 具（令第25条）

１

避 難 器 具 の 設 置を 要 す る 階

(1) 令25 ①(3)

巾 項 ～(4)項 ・

(7)項 ～(11)項

(2) 令25 ①(2)

（5）項

（3） 令25 ① 剛

（6）項

(4) 令25 ①(4)

(5) 令25 ①(5)

山 項 ～(16)項 ・

(17)項

地　　 階

50人以上

地　 階

30 人 以 上

地　 階

20 人 以 上

２階以上

の　　 階

30人以上

２階以上

の　　 階

20人以上

必要個数
二

２階（耐火構造は３階）以上 の階

50人以上

下 階 に剛 項 ～(4)項, (9)項, (12)項 イ，

尉 項 イ ， ㈲ 項, (15)項 が 存 す る 階

10 人以 上

下 階 に山 項 ～(4)項, (9)項, (12)項 イ，

(13)項 イ ，(14)項, (15)項 が 存 す る 階

10 人以 上

階段が １か所だけの ３階以上 の階( ２階を(2〉項又 は(3)

項に供している場合は， ２階以 上の階)

10人以 上

※　 条 例43 につ い て は(6)参 照

注　避難上有 効な開口部を有しない壁で 区画されてい る場 合にあ っては， その区 画さ

れた部分ご とに階段の個数を判断す ること( 収容人員 の算定 は， 区画され た部分ご

とではなく階全体で算定する｡)。

①

②



②

③

［2］Ⅲ　第１　避難 器具

（ 基
耐 火 構 造 で ， 避 難 階 又 は 地 上 に 直 通 す る 避 難

本　 個　 数 ）　　
（

階 段 又 は 特 避 が ２以 上 あ る も の 。（ 規 則26 ① ）

）

100 人

101 /･ ～200 人

201 // ～300"

300 人

301 /･ ～600 人

601 // ～900"

１ 個

2 Z／

3 /／

１ 個

2 /／

3 Z／

200人

201 /･～400人

401 // ～600"

600 人

601 /･ ～1,200 人

1,201" ～1,800  "

凵 固

2 //

3 //

凵 固

2 //

3 //



［2］Ⅲ　第１　避難器具

１　区画された部分の直通階段が１の場合の具体例

※　階が二つに区画され， それぞれの区画された部分に直 通階段 が１のみ

(凡例) 一一一 一 避難上 有効な開口部を有しない壁

（6） 条 例43

(5)項(6) 項(9) 項イ及び(16)項

((16)項に掲 げる防火 対象 物に

あっては， ２階又は地階に(5)

項, (6)項及 び(9)項イに掲げる

用途に供される部分が存する

ものに限る｡)

避難階又は地上に直 通する階段が２以上 設

けられていない２階又は地階

10人以 上

※開放廊下又はバルコニー等が避難上 有効

に設けられている場合は設置しているも

のとみなす。

複合用途防火対象物（規則26⑥に定める小規模特定 用途複合防

火対象物を除く。）の階（避難階及び11階以 上の階を除く。）
ア(イ)参 照

ア　 令25 ① に 規 定 す る もの の ほ か， 次 に 掲 げ る 防 火対 象 物 の 階 に は， 避 難 器

具 を 設 置 し な け れば な ら な い。

(ア■) (5) 項, (6)項 ，(9)項 イ 及 び(16)項 に 掲 げ る 防 火 対 象 物((16)項 に 掲 げ る 防火

対 象 物 に あ っ て は ， ２階 又 は 地 階 に(5)項，(6)項 及 び(9順 イ に 掲 げ る 用 途

に供 さ れ る 部 分 が 存 す る も の に 隕 る。) の ， 避 難 階又 は 地 上 に 直 通 す る

階 段 が ２以 上 設 け られ て い な い ２階 又 は 地 階 で そ の 収 容人 員 が10 人 以 上

の もの。

た だ し ， 開 放 廊 下 又 は バ ル コ ニ ー 等 が 避 難 上 有 効 に 設 け ら れ て い る場

合 は ， 避 難 器 具 を 設 置 し て い る もの と み な す こ と が で き る。

(ａ) 開 放 廊 下　　[ ｔ]１ 3.3(1) オ に適 合 す る も の。　　　　　　　　　 ｚ



Ｎ

２

区画された部分の直通階段が２の場合の具体例

［2］Ⅲ　第１　避難 器具

※　避難上有効な開口部があ るた め階が二つ に区画さ れてお らず， ２の直通 階段 が

使用可能

⑤
令25②の規定の例により設

置する。

（b） バルコニー　　奥行が0.6m 以上で高さが1.1m 以上1.3m 以下の手す

りが設けられているもの。

防火区画又は防火界壁をまたがるものであること。

１．１ 図 １

防火区画又 は防火界壁
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（ｃ） バルコニー等　 ひさし，下階の屋根で，奥行が0.75m 以上あり高さ

が1.1m 以上1.3m 以下の手すりが設けられているもの。勾配がある場

合は，おおむね10分の１以下，その他バルコニーに準ずる。

（イ） 複合用途防火対象物（規則26⑥に定める小規模特定用途複合防火対象

物を除く。）の階（避難階及び11階以上の階を除く。）で, 1.1 表１の

左欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ，それぞれの収容人

員数を同表右欄に掲げる数でそれぞれ除し，その商の和が１以上となる

もの。

１．１ 表１

区　　　 分 数

(6)項
20( 下階に山 項から(4)項まで, (9)項， ㈲項ィ, (13)項ィ， ㈲項

又は(15)項が存する場合は, 10) ※

(5)項
30( 下階に山 項から(4)項まで, (9)項, (12)項ィ, (13)項ィ， ㈲項

又は(15)項が存する場合は, 10) ※

山 項～(4)項, (7)項～(11)

項
50

(12)項, (15)項 150 (3 階以 上の無 窓階又は地階の場合は，100）

※　下階に存する閣項二（令第25条第１項第１号及び第２号のかっこ書きに規定 する用

途のうち，みなし従属の適用から除外されたもの）の影響で設置義 務の対 象とな るも

のを除く。(H27.  3.27 事務連絡）

ａ　耐火構造・直通階段（屋内）２か所

(16)項イ

５Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

(3)口　(5) ィ

25人　　 ９人

(2)ィ　(3) 口

30人　　19 人

(2)ィ　(2) 口

25人　　25 人

卜

卜

卜

9

－10

19
－50

郢
5
0

=  1.4　 避難器具要る。

=  0.98　避難器具不要。

＝ １　 避難器具要る。

１．１ 図２

注　主要構造部を耐火構造とした建築物 の２階を剛項 から(4)項 まで 及び剛項 から㈲

項までの用途の ２以上の用途に供されてい る場 合は， 令25①(3)のかっこ書 きの規

定による。

イ　 アにより設置する避難器具は，令25②の規定の例により設置し，維持し

なければならない。



(7) 避難器具の適応( 令25②(1))

1.1 表２

［2］Ⅲ　第１　避難 器具

辿二 地　階 ２　階 ３　階
４階又 は

５　　 階

６階以上

の　　 階

令25①巾 の

防火対象物

(6)項

避難はしご

避難用タラ

ップ

滑　り　台

避難はしご

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

避難用タラ

ップ

滑　 り　台

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

滑　り　台

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

滑　り　台

救　助　 袋

避　難　 橋

同(2)及び(3)

の防火対象

物

申 項～(5)項

(7)項～(11)項

避難はしご

避難用タラ

ップ

滑　り　台

避難はしご

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

滑　り　棒

避難ロープ

避難用タラ

ップ

滑　 り　台

避難はしご

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

避難用タラ

ップ

滑　り　台

避難はしご

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

滑　り　台

避難はしご

救　助　 袋

緩　降　 機

避　難　 橋

辿二 地　階 ２　階 ３　階
４階又 は

５　　 階

６階以上

の　　 階

令25①(4)の

防火対象物

茴項

(15)項

避難はしご

避難用タラ

ップ ∧
滑　 り　台

避難はしご

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

避難用タラ

ップ

滑　り　台

避難はしご

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

滑　り　台

避難はしご

救　助　 袋

緩　降　 機

避　難　 橋

同(5)の防火

対象物

申 項 ～ ㈲

項・(17)項

一階段収容

人員10名以

上

滑　り　台

避難はしご

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

滑　り　棒

避難ロープ

避難用タラ

ップ

滑　 り　台

避難はしご

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

避難用タラ

ップ

滑　り　台

避難はしご

救　助　袋

緩　降　機

避　難　橋

滑　り　台

避難はしご

救　助　 袋

緩　降　 機

避　難　 橋
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注１　例えば， ３階が避難階である場合は， ４階を ２階にみなして避難 器具に関する基

準を適用することかできる。(S  50.6.16消防安65)

注２　避難はしごには４階以上 の階で避難器具用ハッチに格納された金属製つ り下げ は

しごを安 全かつ 容易に避難するこ とができるバルコニ ーに設 けたものを含む。( 規

則27①(5)二)

。２　 避 難 器 具 の 数を 減 ずる こ とが で きる 階

(1) 規 則２６② ， ③， ④

１．２ 表 １

項 (ァ)主要構造部 （ｨ） 減ずることができる階 （ｩ） 減ずることがで きる数

②＼
○特別避難階段

のうちいずれか
○屋外　//

|

の階段がある階ｏ ２㎡開放階段

CH14.11.28国 告7)

階段１か所につ き　　　 １個

※ただし1.1(5) の注を除 く。

(指導)

③ 耐 火 構 造
ア　渡り廊下が設けられている階 渡り廊下 １か所につ き　２個

ィ ［１］１ ２．１に適合する渡り廊下 //　　　　　 1 個

④ 耐 火 構 造
屋上広場に避難橋が設置されてい

る直下階
避難橋１か所につ き　　 ２個

ア　②の２㎡開放階段(1.2 図１）が地階に通じている場合は，当該部分

が幅１ｍ以上のドライエリアに面し， ２㎡以上開放されているか又は機械

排煙設備を設けるなど特避に準じた構造とした場合は当該地階の避難器具

の減免の対象とすることができる。

イ　建基令123 ②に該当しない（踊場の幅，蹴上げ，踏面の寸法等）屋外階

段であっても避難上有効と認められるものは，避難器具の減免の対象とす

ることができる。

ウ　避難器具の設置義務個数と１．２表１（ウ）欄の数が同数以上となるように

特別避難階段等を設けた場合は，避難器具の設置必要個数はＯになる。た

だし，特別避難階段等が１か所のみで，ほかに直通階段がない場合は，い

ぜんとして階段が１か所の階であるから1  . 3(3)に適合しない限り避難

器具の設置必要個数はＯにはならない。　 指導(S54.6)

エ　 １．２表１②の特別避難階段及び２㎡開放階段は，階段室から直接屋外

へ出られるもの又は屋外への出口までの通路が不燃材料で造られた壁，天

井及び防火設備以上の戸で他の部分と区画されていること。

ただし，階段室から屋外への出口までの経路となる階にスプリンクラー

ヘッドが設けられている場合は，これによらないことができる。
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（2） 渡り廊下（規則26③）

ア　耐火構造又は鉄骨造であること。

イ　渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火

戸（防火シャッター除く。）が設けられていること。

ウ　避難，通行，運搬のみに用いるものであること。

（3） 避難橋又は渡り廊下を道路の上空に設ける場合の取扱い

匚道路の上空に設ける通路に係る消防法第７条の同意の運用について（通知）」

（H30 パ｡11 消防予423) に基づく連絡協議会（道路管理者，特定行政庁，警

察署長及び消防長又は消防署長）の許可を受けなければならない。

たれ壁がないこと

2m 似 上

500cm2 以上

２ 図 １　２㎡開放階段(H14.ll.28 国告 ７）
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．３　避難器具の設置を免除できる階

(1) 規則26⑤(1)

1.3 表１

ア 主要構造部……耐火構造

イ 階段……直通の避難階段又は特避

ウ

区画された部分( 室) からの避難……出入口か

ら二方向避難可又はバルコニ ー等により二 方向

避難可(1.3 図 １参照)

注　バルコニ ー等とは1  . 1 (6)アク■)(c)参照

工
内装……不燃材料か準不燃材料

又は スプリ ンクラー設備

オ 区 画 す る
｛ 壁

’
床 … … 耐 火 構 造

開 口 部 … … 防 火 戸

力

区画され(5) 項30 人又は10人未満1  . 1 (2)参照

た部分の(6) 項20 人又は10人未満1  . 1 (3)参照

収容人員(1) 項

(2)項

ﾂﾞ1　50 人未満

(7)項|

(8)項

注　収容人員は，区画された部分が， 従業員の

みが出入する室である場合は， 適用しないこ

とができる。

バ ルコニー等

言
　
　

」

３ 図 １　二方 向避難の例(S  43.1.8消防予 ８）

(9)項

(10)項

闘 項 山 項

(2)項

(3)項

(4)項

(5 〉項

(6)項

(7)項

(8)項

牛(7) 項及び(8)項については1  . 3表１によるほか，同表ア，イ及び１．３図

２に適合する場合は，特例を適用して避難器具を免除できる。



(2) 規則26⑤(2)

1.3 表２

［2］Ⅲ　第１　避難 器具

便　 所 音楽室 図書室 倉　 庫

廊　　 下

教　 室 教　 室 教　 室 教　 室 教　 室

バ　 ル　 コ　 ニ　 ー　　　ト

0.6 m1以 ヒ

３ 図２　特例を適用できる学校の例

ア 主要構造部　耐火構造

イ
すべての居室に面してバルコニーが設けられ，このバルコニー

に直接屋外に通ずる階段等が設けられていること。

ウ

イのバルコニ ーと同じ又はバルコニーと同等に利用できるひ

さし，下階の屋根があり，このひさし等から地上に通ずる階段，

傾斜路， 渡り廊下又はその他避難のための設備若しくは器具が

設けられていること。

(5)項, (6)項

以 外 の も の

(3) 規則26⑤(3)

ア　次のすべてに適合する階(1) 項から膕項, a?)項

(力　主要構造部…耐火構造

常時閉鎖自閉式
(イ) 階段室の戸…特定防火設

十　　　　　　　　
自閉装置付

備( 防火シ　 自火報又は
①

ヤッタ
ーを　　 煙感連動閉鎖　　 当該戸又は戸脇に

除く)　　　　　　　　　　　　 幅0.75m 以上×高さ1.8
m 以上×下端の床面の
高さ0.15m 以下

の自閉装置付の特定防
火設備

(ウ) 階　　 段……特避，屋外，２㎡開放

(湘　収容人員……Ａ十B  =30 人未満

３ 図 ３
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(4) 規 則26 ⑥

ア　 次 の す べ て に 適 合 す る 小 規 模 特 定 用 途 複 合 防 火対 象 物 に 存 す る(5)項 ・(6)

項 が 存 す る 階( 当 該 階 が ２階 で(2)項 ・(3)項 の 用 途 部 分 が な い 場 合 は(ア)，(ウ)

の み)。

(ア) 下 階 に(1)項 ～(2)項 八 ，(3)項, (4)項, (9)項(12) 項 イ, (13)項 イ， ㈲ 項, (15)

項 の 用 途 に供 さ れ る 部 分 が 存 し な い こ と。

(イ) 当 該 階( 当 該 階 に 規 則 ４の ２の ２① の 避 難 上 有 効 な 開 口 部 を 有 し な い

壁 で 区 画 さ れ た 部 分 が 存 す る 場 合 は， そ の 区 画 さ れ た 部 分) か ら 避 難 階

又 は 地 上 に直 通 す る 階 段 が ２以 上 設 け ら れ て い る こ と。

(ウ) 収 容 人 員 は ，(5)項 の 階 に あ っ て は30 人 未 満，(6)項 の 階 に あ っ て は20 人

未 満 で あ るこ と。

(5) 規 則26 ⑦

ア　 次 の す べ て に 適 合 す る 屋 上 広 場 の 直 下 階(2) 項, (3)項, (7)項 か ら(12)項，

(15)項

(ア) 主 要 構 造 部 は 耐 火 構 造 で あ る こ と。

(イ) 屋 上 広 場 の 面 積 が1,500 ㎡以 上 で あ る こ と。

(ウ) 直 下 階 か ら 広 場 に 通 ず る 特 避 又 は 避 難 階 段 が ２以 上 あ る こ と。

罔　 広 場 か ら直 通 の 特 避 ， 屋 外 避 難 階 段， ２㎡ 開 放 階 段， 渡 り 廊下 又 は避

難 器 具 が 設 け られ て い る こ と。

(オ) 広 場 に 面 す る窓 及 び 出 入 口 に は， 防 火 戸 が 設 け ら れ て い る こ と。

注　建基令126参照

(6) そ の他

既 存 の 防 火 対 象 物 の ２階 に 限 り， 次 に 適 合 す る 場 合 又 は そ れ ら と 同 等以 上

の安 全 性 が あ ると 認 め られ る 場 合 は， 避 難 器 具 を 免 除 す る こ と が で き る。

指 導(S 59.151)

ア　 主 要 構 造 部 が 耐 火 構 造 で あ る こ と。

イ　 他 の 部 分 と耐 火 区 画 さ れ， 区 画 部 分 の床 面 積 は100 ㎡ 以 下 で あ る こ と。

ウ　 階 段 は， 屋 外 か ら 区 画 部 分 へ 直 通 し て い る こ と。

エ　 階 段 及 び 階 段 に面 す る 部 分 の 下 地 及 び 仕 上 げ は 不 燃 材 料 で あ る こ と。

オ　 誘 導 灯 が 法 令 に従 い 設 置 さ れ て い る こ と。

力　 階 段 は ， 直 通 で あ るこ と。

。４　 避 難 器 具 の技 術基 準 に 関 す る共 通事 項

(1) 階 段 か ら適 当 な 距 離 を 隔 て た 位 置 に 設 け る こ と。
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(2) その階の各部分から避難器具に至る経路が確保されていること。

経路に扉がある場合は，施錠装置がないこと。ただし，施錠装置を設ける

場合はサムターン付き又はナイトラッチ付き等の内部から鍵を用いることな

く容易に開錠できる構造とすること。

(3) 避難空地から避難上安全な広場，道路等に通ずる避難上有効な通路を設け

ること。

(4) 避難器具は，積雪，凍結等によって使用に支障とならない措置を講ずること。

(5) 避難器具の設置場所には，匚避難器具｣，匚避難｣ 若しくは 匚救助｣ の文字

を有する器具名を記載した標識又は避難器具である旨が容易にわかるシンボ

ルマークを設けるとともに，その使用方法を表示すること。灯火とする場合

は，常時点灯の予備電源内蔵式とすること。

←0.36m 以上 →

注１　地色と文字の色は，相互に対比色となる配色とすること。

注２　使用方法の寸法には制限がないが，文字等が明瞭となるものを掲示すること。

(H  8.4.16国告２）
１．４ 図1

（6） 規 則27 ①

特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物 又 は， そ の 部 分 に 設 け る 場 合 は， 次 の い ず れ か に

適 合 す る こ と。

ア　 安 全 かつ 容 易 に 避 難 す るこ と が で き る構 造 の バ ル コニ ー等 に 設 け る も の。

イ　 常 時 ， 容 易 か つ 確 実 に 使 用 で き る 状 態 で 設 置 さ れ て い る も の。

ウ　 一 動 作 （ 開 口 部 を 開 口 す る 動 作 及 び 保 安 装 置 を 解 除 す る動 作 を 除 く。）

で ， 容 易 か つ 確 実 に 使 用 で き る もの。

（7） 特 定 １階 段 等 防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分 に 避 難 器 具 を 設 け る 場 合 に は， 避難

器 具 の設 置 の 表 示 は 前 記（5）に よ る ほ か， 避 難 器 具 設 置 場 所 の 出 入 口 に 設 置 場

所 で あ る 旨が 容 易 に識 別 で き る 表 示 を す る と と もに， エ レ ベ ー タ ー ホ ー ル又

は階 段 室 の 出 入 口 付 近 に は 避 難 器 具 設 置 場 所 を 明 示 し た 標 識 （平 面 図 に 避難

器 具 設 置 場 所 及 び そ の 経 路 を 明 示 し た もの ） を 設 け る こ と。（規 則27 ①（3））

（8） 地 階 に設 け る 避 難 器 具 は ， 固 定 は し ご 又 は タ ラ ップ と し ， ド ラ イ エ リ ア

（地 階 に相 当 す る建 築物 の外 壁 に沿 っ たか らぼ りを い う 。） 又 は 避難 器 具 専 用

室(  1 . 5(3)エ） に設 け る こ と。(H8.4.16 国 告 ２）
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（9） 避難器具専用室は，地階以外にも設置できるものとする。

(10) 長屋式店舗等，避難上有効な開口部を有しない壁で区画されているものは

当該区画ごとに令25①(5) (1.1  (5))の適用を受ける。（階段数) (H15.1.8 消

防予８）

ア　避難上有効な開口部（規則４の２の２）

直径ｌｍの円か内接できる開口部又は幅75cm高さ1.2m 以上の開口部で，

次の（力から（ウ）までのすべてに適合するもの。

（力　床面から開口部下端まで15cm以内

（イ） 格子等容易に避難することを妨げる構造を有しない。

（ウ） 開口のため常時良好に維持されている。

イ　条例規制の場合も適用を受ける。

令 ８区画に適合せず ，

人 が往来できない壁

１．４ 図２

．５　避難はしごの設置基準

金属製　　 検定品　規格省令昭和40年第３号

非金属製　認定品　規格告示昭和53年第１号

(1) 固定はしご( 規則27①(4))

ア　構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

イ　横さんは，壁等から10cm以上の間隔を有すること。

ウ　降下囗は，直径50cm以上の円か内接すること。

エ　 ４階以上に設けるものは，以下によること。

(ア) 金属製とすること。

(イ) 安全かつ容易に避難できるバルコニー等に設けること。

(ただし，落下防止の措置を施したものを除く。)

(ウ) 降下囗は直下階の降下囗と相互の同一垂直線上でないこと。

(ただし，避難・安全上支障のないものを除く。)

(2) つり下げはしご( 規則27①(5))

ア　構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に容易に取り付けられるこ

と。
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(ただし，堅固な窓台等に直接つり下げるものは，取付け具を要しない。)

イ　取り付け具はJIS G 3101, 3444 に適合するもの，又は同等以上の強度・

耐久性を有するものであること。( 耐食性を有しない材質は耐食加工する

こと。)

ウ　横さんは，壁等から10．以上の間隔を有すること。

エ　 ４階以上に設けるものは，以下によること。

(ア) 金属製とすること。

(イ) 安全かつ容易に避難できるバルコニー等に設け，かつ，取付け具は避

難器具用ハッチとすること。

(ただし，落下防止の措置を施したものを除く。)

(ウ) 降下囗は直下階の降下囗と相互の同一垂直線上でないこと。

(ただし，避難・安全上支障のないものを除く。)

(3) 設置場所

ア　ノくノレコニー

(ア) 高さ( 足がかりから) 1.1m 以上1.3m 以下の手すり及びはしごの周り

に転落防止柵を設けること。

ａ　転落防止柵の構造等

例１　 １．５図１のＢが0.5m 以上の場合は，Ａ部分に転落防止柵は

不要である。

戸の輻0.75m以上,高さ1.8m以上，

口 床からの高さ0.15m以下,ｷｰ を用
いないで開放できること。

Ｔ
１　　１‾‾１

∠

Ｔ Ｔ Ｔ

１.5 図１

上階
七 ｀ヽ 、　0.5m未満　　　　　　　　　　犬

｀ヽ －|　卜←
圭 子

⊇

間隔11cm以下　　　　＿

(平 面図)

材質　 鋼材又は同等

以上のもの

５ 図２
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例２　転落防止柵は1  . 5図２の例により設けること。

例３　共同住宅等で，幼児が自由に出入りできるバルコニーの場合

は，仕切板を設けることができる。

仕切板 厚さ５㎜ 以下のケイカル 板等

破壊部分の幅0.5m 以上，高さ0.9m 以上

表示「火 災のときこの板を破って逃げ る」旨

１ ．５ 図 ３

（イ） バルコニーへの入口の上部に 匚避難器具］である旨の標識を設けるこ

と。

（ウ） 上，下階のはしごの間隔　指導(S  60.12)

屋内

＊原則として縦ざん間0.6m以上とすること。

１．５ 図４

イ　次の基準に適合する踊場

（ア） 形状は１．５図５の例による。

（イ） 各階ステップへの出入口戸は，内開き扉又は片引き戸とする。

（ウ） その他アによること。



(屋内)

↑

60cm以上
上

(平面図)

Ｔ
足 がかりを含め

圭1.1m 以 上

1.3m 以 下

ｎｃｍ 以 下

( 面)

(外観図)

14～35m叫
又は同等の

握り太さで
回転しない
こと。

30～50cm
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(非常用進 入口の場合)

１．５ 図５　　　　　　　１．５ 図６　固定はしごの設置例

ウ　ドライエリア（地階に設ける場合）

エ　次の基準に適合する避難器具専用室（以下［専用室］という。) (H8.4.

16国告２）（一部指導）

（力　不燃材料（ガラスを用いる場合は，網入りガラス又はこれと同等以上

の防火性能を有するものに限る。）で区画されていること。ただし，建

基令第112条の規定による場合にあっては，当該規定によること。

（イ） 専用室は，避難に際し支障のない広さとし，概ね２㎡以上とすること。

（ウ） 専用室の入り囗には，随時開けることができ，かつ，自動的に閉鎖す

ることができる高さ1.8m 以上，幅0.75m 以上の防火設備の戸を設ける

こと。

（淵　専用室は，避難器具の使用方法の確認及び操作等が安全に，かつ，円

滑に行うことができるよう次に定める非常照明を設置すること。（以下

指導）
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ａ　　　　　　　　 常時点灯……階段通路　誘導灯

室内照明……| ドア開放又はスイッチ点灯（誘導灯又は建基法の非

常照明装置）

（ａ） 各階連動点灯

（b） ドアを閉めても消灯しないこと。

ｂ　照明用開閉器は専用とし（誘導灯との兼用可），用途の表示がされ

ていること。なお，電源回路には地絡しゃ断装置（漏電しゃ断器）が

設けられていないこと。

ｃ　灯具は，蓄電池設備が内蔵されていること。なお，光源はけい光ラ

ンプであること。

ｄ　 スイッチ点灯の場合のスイッチ取付け位置は，部屋に対し外側とす

ること。なお，当該スイッチにはその旨の表示がされていること。

ｅ　 スイッチ点灯の場合は, 1.5 図７によること。

１．５ 図７

㈱　避難階に設ける上昇口及び避難階へ至る降下口は，直接建築物の外部

に出られる部分に設けること。ただし，建物内部に設ける場合は専用室

を設けること。

カ　 避難階に専用室を設ける場合は，原則として直接屋外に出られる出口

があること。ただし，専用室の出口から屋外への出口までの通路の安全

性が確保されている場合はこの限りでない。

串　上昇口及び降下口の大きさ（器具を取り付けた状態での有効寸法をいう。）

は，直径0.5m 以上の円か内接することができる大きさ以上であること。

（ク） 上昇口には金属製のふたを設けること。ただし，上昇口の上部が専用

室である場合は，この限りでない。

（りう　上昇口及び上部には，避難を容易にするための手がかり等を床面から

の距離が1.2m 以上になるように設けること。ただし，地階の専用室か
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ら直接建築物の外部にでられる場合はこの限りでない。

(コ) 上昇囗及び降下口のふたは，容易に開けることができるものとし，蝶

番等を用いた片開き式のふたにあっては，おおむね180 度開くものを除

き，取付け面と90度以上の角度でふたが固定でき，かつ，何らかの操作

をしなければ閉鎖しないものであること。

剛　上昇囗のふたの上部には，ふたの開放に支障となる物件が放置される

ことのないよう囲いを設ける等の措置を講じるとともに，表示をするこ

と。

標識又は灯火一 一

防火設備の戸

ガラ スの場合は網入り ガラ ス

又はこれと同等以上の防火性

能を有す るもの

５ 図８

（4） 設置方法等

ア　避難はしご（避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしご以外のもの）

については次による。(H8.4.16 国告２）

（力　取付部の開口部等

ａ　取付部の開口部を壁面の部分に設ける場合は，高さ0.8 m以上幅0.5
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ｍ以上，又は，高さ１ｍ以上幅0.45m 以上とすること。

ｂ　避難はしごを床面に設ける場合の開口部は，器具を取り付けた状態

で直径0.5m 以上の円か内接できるものであること。

ｃ　壁面の部分に設ける取付部の開口部の下端は，床面から1.2m 以下

の高さとすること。ただし，開口部の部分に避難上支障のないように

固定又は半固定のステップ等を設けた場合にあっては，この限りでない。

ｄ　壁面の部分に設ける取付部の開口部に窓，扉等が設けられる場合に

あってはストッパー等を設け，窓及び扉等が避難はしごの使用中に閉

鎖しない措置を講ずること。ただし，避難はしごの操作及び降下に支

障を生じるおそれのないものにあっては，この限りでない。

（イ） 操作面積は, 0.5 ㎡以上（当該器具の水平投影面積を除く。）かつ一辺

の長さはそれぞれ0.6m 以上であり，当該器具の操作に支障がないこと。

（ウ） つり下げ式の避難はしごは，つり下げた状態において突子が有効かつ

安全に防火対象物の壁面等に接することができる位置に設けること。た

だし，使用の際，突子が壁面等に接しない場合であっても降下に支障を

生じないものにあっては，この限りでない。

罔　 避難器具を使用できる状態にした場合に，当該避難器具の周囲に保有

しなければならない避難上必要な空間「以下 匚降下空間」という。）は，

縦棒の中心線からそれぞれ外方向（縦棒の数が１本のものについては，

横さんの端からそれぞれ外方向）に0.2m 以上及び器具の前面から奥行

0.65m 以上の角柱形の範囲とすること。

㈱　地盤面その他の降着面「以下 匚降着面等」という。）付近に設ける避

難上必要な空地［以下 匚避難空地］という。）は，降下空間の水平投影

面積以上の面積とすること。

カ　 避難空地には，当該空地の最大幅員（１ｍを超えるものにあっては，

１ｍとすること。）以上で，かつ，避難空地から避難上安全な広場，道

路等に通ずる避難上有効な通路（以下 匚避難通路）という。）が設けら

れていること。

幽　避難はしごを使用状態にした場合における当該はしごの最下部横さん

（伸張した場合を含む。）から降着面等までの高さは0.5m 以下である

こと。

（ク） 降下空間と架空電線との間隔は1.2m 以上とするとともに，避難はし

ごの上端と架空電線との間隔は２ｍ以上とすること。
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イ　 避難 器具 用 ハ ッチ に格 納 し た 金 属 製避 難 はし ご につ いて は前 記 ア（イ），（ウ），

の ， 倒 によ るほ か， 次 に よ る こ と。

（ア） 金 属 製 避 難 は し ご は， つ り 下 げ は し ご で あ る こ と。

（イ） 金 属 製 避 難 は し ご は ， 避 難 器 具 用 ハ ッ チ に 常 時 使 用 で き る 状 態 で 格納

す る こ と。

（ウ） 避 難 器 具 用 ハ ッチ は ， 手 す り そ の 他 の 転 落 防 止 の た め の 措 置 を 講 じ た

バ ル コ ニ ー等 外 気 に 接 す る 部 分 の 床 に 設 け る こ と。 た だ し， 専 用 室 に 設

置 す る場 合 に あ っ て は ， こ の 限 り で な い。

（≠） 各 階 の 避 難 器 具 用 ハ ッチ の 降 下 口 は， 直 下 階 の 降下 口 と 同一 垂直 線上

にな い 位 置 で あ る こ と。

（オ） 降 下 空 間 は ， ハ ッチ の 開 口 部 か ら 降 着 面 等 ま で 当 該 ハ ッ チ の 開 口 部 の

面 積 以 上 を 有 す る 角 柱 形 の 範 囲 と す る こ と。

カ　 避 難 空 地 は ， 降 下 空 間 の 水 平 投 影 面 積以 上 の面 積 と し， 避難 上 の安 全

性 が 確 保 さ れ て い るこ と。

倒　 下 ぶ た の 下 端 は ， 避 難 器 具 用 ハ ッ チ の 下 ぶ た が 開 い た 場 合 に， 避 難空

地 の 床 面 上1.8m 以 上 の 位 置で あ る こ と。

ウ　 さ る ば し ご(S  48.6.6消 防 予87 ） を 含 む 現 場 製作 の は し ご に つ い て は，

消 防 庁 告 示 によ り設 置 す る こ と。(S  53.3.13国 告1 ・ H8.4.16 国 告 ２）

１。６　緩降機の設置基準

検定品　規格省令平成６年第２号

(1) 適応する階

(6顯　　　　　　　　　５階以下の階

(6顯以外のもの　　　10 階以下の階

(2) 設置場所

ア　バルコニー(  1 . 5 (3)アに適合するもの( 転落防止槿を除く。))

イ　専用室(1.5(3) エ兩から倒を除く。)

ウ　階段が設けられていない側の廊下，室内

(3) 設置方法等(H8.4.16 国告２)

1 . 5 (4)ア(力ｄ，(イ)，(力9及び(ク)によるほか，次によること。

ア　取付部の開口部の大きさは，高さ0.8m 以上幅0.5m 以上又は高さｌｍ以

上幅0.45m 以上，下端の高さは床面から1.2m 以下とすること。

イ　 開口部の下端が床面から0.5m 以上の場合は，有効に避難できるように
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固定又は半固定のステップ等を設けること。

ウ　緩降機をつり下げるフックの取付位置は，床面から1.5m 以上1.8m 以下

の高さとすること。

エ　 ロープは，壁面からロープの中心までの距離が0.15m 以上0.3m 以下と

なるように設けること。

オ　降下空間及び避難空地を他の緩降機と共用する場合にあっては，器具相

互の中心を0.5m まで近接することができること。

力　緩降機のロープの長さは，降着面等へ降ろした着用具の下端が降着面等

から±0.5m 以下であること。

く4) 降下空間及び避難空地等

ｌ　　　　ｌ　　操作空間

｜　　
ノ で辺の

長さは0.6m以上々 器具
ｌ　　　　ｊ　　の面積を除いて0.5m似上

フ

６ 図 １

６ 図 ２
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１．７　 救 助 袋 の 設 置 基準

認 定 品　 規 格 告 示 昭 和53 年 第 １号

(1) 適 応 す る階

(1)項 か ら(17)項　 ２階 以 上 の 階

(2) 設 置 場 所

ア　 バ ル コニ ー(  1 .5(3)ア に 適合 す る も の( 転 落防 止 槿 を 除 く。))

イ　 専 用 室( ハ ッチ に 格 納 し た も の以 外 の も の にあ っ て は1  . 5 (3)エ 喇 か ら朗

を 除 く。)

ウ　 階 段 が 設 け ら れて い な い 側 の 廊 下 ， 室 内

(3) 設 置 方 法 等(H8.4.16 国告 ２)

救 助 袋( 避 難 器 具 用 ハ ッ チに 格 納 し た救 助 袋 を 除 く。) は1  . 5 (4)ア(ア)ｃ，

ｄ，(力り及 び(ク)によ るほ か ， 次 に よ り ， 避 難 器 具 用 ハ ッチ に 格 納 し た 救 助 袋 に

あ っ て は, 1  . 5 (4)ア(イ)，{力り， 申 及 び(4)イ(イ)か ら岡 及 び(力aか ら(ク)に よ る こ と 。

ア　 取 付 部 の 開 口部 の 大 き さ は， 高 さ 及 び 幅 が そ れぞ れ0.6m 以 上 で ， 入 口

金 具 を 容 易 に操 作 で き る 大 き さ で あ り ， か つ ， 使 用 の 際 ， 袋 の 展 張 状 態を

近 くの 開 口 部 等( 当 該 開 口 部 を 含 む。) か ら確 認 す る こ とが で き る こ と 。

イ　 救 助 袋 を 取 り 付 け る開 口 部 は ， 同一 垂 直 線上 に な い こ と( 複 数 階 用 の も

の を 除 く。)。

ウ　 袋 本 体 の下 部 出 口部 と 降 着 面 等 か ら の高 さは ， 無 荷 重 の 状態 にお い て0.5

m 以 下 で あ るこ と。

エ　 下 部 支 持 装 置 を 結 合 す る た め の 固定 環 が 設 け ら れ て い る こ と( 垂直 式 の

救 助 袋 を 除 く。)。

オ　 垂 直 式 の 救 助 袋 で 降 下 空 間 及 び 避 難 空 地 を共 用 す る 場 合 は ， 器 具 相 互 の

外 面 を ｌ ｍ まで 接 近 さ せ る こ と が で き る もの で あ る こ と。

力　 操 作 面 積 は ， 救 助 袋 の設 置部 分を 含 み ， 幅1.5m 以 上 ， 奥 行1.5m 以 上 と

す るこ と。 た だ し， 操 作 に 支 障 の な い 範 囲 で 形 状 を 変 え る場 合 は2.25 ㎡以

上 の操 作 面 積 を とる こ と 。

(4) 降 下 空 間 及 び避 難 空 地 等
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ア　 斜 降 式

イ　 垂 直 式

思臣卜

７
図 １

十
幽

１．７ 図２

ウ　建物の壁面に沿って降下する場合の規制



上 口

入口金具から3m 以内の

突起物　 ‾厂 口
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ご ≒ ‰ コ

がある場合
｜　 口

－|　|－　　　　　　　　　 一目 一　　　　　　　　　 洲| －
0.3m以Ｌ　　　　　　　　　　突起物から　　　　　　　　　突起物から

0.3m以上　　　　　　　　　　0.5m以上

１．７ 図3

1.8　 避 難 用 タ ラ ップ の 設 置 基準

規 格 告 示 昭 和53 年 第 １ 号

(1) 適 応 す る階

(6)項　　　　　　　　　　　　　　　 地 階　 ２階

(1)項 か ら(5)項, (7)項 か ら(11)項　　　 地 階　 ２階， ３階

(la項 ，旧 項　　　　　　　　　　　　 地 階　　　　 ３階

直 通 階 段 １箇 所 の(2)項, (3)項　　　　　　 ２階， ３階

ｙｙ　　　(2) 項, (3)項以 外　　　　　　　　 ３階

(2) 設 置 方 法 等

1 . 5 (4)ア(力0，(ク)， イ(ク)に よ る ほ か， 次 に よ る こ と。

ア　 取 付 部 の 開 口 部 の 大 き さ は， 高 さ1.8m 以 上 で あ り ， か つ ， 幅 は 避 難 用

タ ラ ップ の 最 大 幅以 上 で あ る こ と。

イ　 材 質 は， 鋼 材 ， ア ル ミ材 又 は こ れ と 同 等以 上 と す る こ と。

ウ　 避 難 用 タ ラ ップ の 設 置 さ れ て い る 階 の 部 分 か ら 当 該 避 難 用 タ ラ ッ プ に至

る まで の 間 に段 差 が あ る 場 合 は， 階 段， ス ロ ー プ 等 を 設 け る こ と。

エ　 種 類 ， 製 造 年 月 日 等 を 明 記 し た 表 示 板 を 見 や す い 箇 所 に 表 示 す る こ と。

Ｏ

Ｏ

種　類

製造者名又 は商標

製造年月

勾　配

/　70 ㎜以上

Ｏ

Ｏ

→

Ｔ
卜
留
上

注　真ち ゅう製板にエッチングしたものなど容易に消えな いもの。

１．８ 図１
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オ　操作面積は，避難用タラップを使用するのに必要な広さであること。

（3） 降下空間等

タラップの

最大幅以上

／六 千
‾l`

卜 － こ八 高さ　1.8m以上

ﾀラップの最大 幅以 上

丁

踏面から上方

2m 以上　１

-

８ 図 ２

１．８ 図 ３
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１．９　 避 難 橋 の 設 置 基準

規 格 告 示 昭 和53 年 第 １ 号

(1) 適 応 す る階

巾 項 か ら(17)項　 ２階以 上 の 階

注　｢ １箇所につき避難 器具２個と みな す｡｣ 特例適 用の対象とな る。C  1 . 2(1)

参照)

(2) 設 置 方 法 等

1 . 5 (4)ア(ク)に よ る ほ か， 次 に よ る こ と。

ア　 取 付 部 の 開 口 部 の 大 き さ は， 高 さ1.8m 以 上 で あ り ， か つ ， 幅 は 避 難 橋

の 最 大 幅 以 上 で あ る こ と。

イ　 避 難 橋 の 材 質 は 鋼 材， ア ル ミ材 又 は こ れ と 同 等以 上 と す る こ と。

ウ　 避 難 橋 の 設 置 さ れ て い る 階 の 部 分 か ら 当 該 避 難 橋 に至 る ま で の 間 に 段 差

が あ る 場 合 は， 階 段 ， スロ ー プ 等 を 設 け る こ と。

エ　 操 作 面 積 は1  .8(2)オを 準用 す る こ と。

(3) 降 下 空 間 等

Ｉ　　 二 匸 二 二 二 二 二T ⊇ 脱?l 大ｕ 上

レ

９ 図 １

.10　滑り台の設置基準

規格告示昭和53年第１号

(1) 適応する階

(Ｄ項から(17)項　　　２階以上の階

(2) 設置方法等

1 . 5 (4)ア(力c , d,  (力9及び(ク)によるほか，次によること。

ア　取付部の開口部の大きさは，高さは0.8m以上であり，かつ，幅は滑り

台の滑り面部分の最大幅以上であること。
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イ　滑り台の材質は鋼材，アルミ材，鉄筋コンクリート造( 表面を滑りやす

く仕上げること。)又はこれと同等以上とすること。

ウ　滑り台の設置されている階の部分から当該滑り台に至るまでの間に段差

がある場合は，階段，スロープ等を設けること。

エ　操作面積は, 1.8(2) オを準用すること。

(3) 降下空間及び避難空地等

幅　 滑 り面の両端 から

それぞれ0.2m 以上　 ／

高さ‰ 以上の部分から　　　 ／ ’ ／

深 さ0.6m 以 上とすること。

匸 土 工 三 上

’　　　　1.5m以上

10 図 １

11　 滑 り 棒 ， 避 難 ロ ープ の 設 置 基 準

滑 ０ 棒上
規格告示昭和53年第１号

避難ロープ

中心から20cm の高さのところで

幅40cm 以上あること。

アり レは大きくとること。

(1) 適応する階

山項から(5)項, (7)項から(11)項　　　 ２階

(2) 設置方法等

1 . 5 (4)ア(ア)，(イ)，(力り及び(ク)によるほか，次によること。

ア　滑り棒は，取付部の開口部の下端から1.5m 以上の高さから降着面等ま

で設置すること。

イ　避難ロープの長さは，降着面等へ降ろしたロープの下端が降着面等から



0.5m 以下であること。

（3） 降下空間及び避難空地等

降
下
空
間

一 一

避 難通路

最大幅

☆

！

丶
―

―

匸 回 心

避難上支障のない広さ

1.11 図１

［2］Ⅲ　第１　避難 器具

1.11 図 ２
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避 難 は し ご

(H8.4.16 消防予66) ( 抄）

卜 ‾贏‾‾ ‾ぷ‾ ‾贏‾

●避難はしごをハ ッチに格納したものを除く

○開口部を壁面部分に設ける場合

開
　

囗

部
　

の

大
　

き
　

さ

操

作

面

積

√

氈
牡
よ

トｰ 一 佃
0.5m以上

又は

滑 り棒・避難 ロープ

二

心

ド

士

○開口部を床面部分に設ける場合は，直 径0.5m 以上の円か内接できること

0.5㎡以 上 （当該器具 の水平投影面 積を除 く。） かつ一辺 の長さ はそれぞれ0.6

m 以上であり， 当該器具の操作に支障のないこと

Ｔ

ト

ト

よ

刪
司
白
９
つ

→|

0.6m以上
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避難 橋・避難 用タラップ 滑　　 り　　 台 救　　 助　　 袋

●ハ ッチに格納した ものを

除 く

刪
司
Ｅ

呎← １ ｜

|→

避 難橋又 は避難用 夕

ラップ の最 大幅以上

→|

滑 り 台 の

最大 幅以上

|-|

0.6m以上

当該 器具を 使用 するのに必要な広さ ●ハ ッチに格納した もの

0.5㎡以上 かつ一 辺0.6m

以上（器具の水平投影面

積を除く）

｜ 0.5㎡以上

ﾄｰ 一 柵

0.6m以上

●上記以外

幅1.5m 以上奥行1.5m 以上

(器具の設置部分を含む)

形状を変え る場合の操作

面積 は2.25㎡以上

｜蕊
2.25㎡以上

卜 一 一 う
1.5m以上
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避 難 は し ご 緩　　 降　　 機 滑り棒・避難ロ ープ

降

下

空

間

●ハ ッチに格納したもの

ハッチの開 口部か ら降

着面 等まで当該 ハ ッチの

開口 部の面積以 上を有 す

る角柱形の範囲

●上記以 外

0.2m以上

0.2m以上　　　 ’’
/

0.2m以上 、｡...

/ ｀　 气　．．-
／　　 丶゛0.1m以上气し

0.65m以
言

夊嫋

〃f//〃か///

jノ ダ ダ

い 寸 呼- ダ
一一　ヘ

ロ ープを 損傷し ない措

置を講じ た場合 にあって

は突起物を 降下空 間内に

設けることがで きる。

θ
･ 嫋

〃
〃 〃

〃 〃j

〃 〃

〃j 〃
〃

〃 〃/

〃

〃 〃/
〃



避 難 橋 ・避 難 用 タ ラ ップ

昌 昌

十 一一|

- 1

2m 以上

｜

-

滑　　 り　　 台

0｡2m 以上

L  =  HX  0.2

１ｍ以上

上

滑り面
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救　　 助　　 袋

●ハ ッチに格納したもの

ハ ッチの開口部から降着

面等まで当該ハ ッチの開口

部の面積以上有する角柱形

の範囲

●斜降式

● 垂 直 式

ｙ

0.3m

千

い

」
　
　
　
　
凵
一
皿
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避 難 は し ご 緩　　 降　　 機 滑り棒・避難ロ ープ

避

難

空

地

避難上支障のない広さ

0.2m以上　　　　　　0.2m以上

一|　| 一　 一|　|- ↓

-↑

0.65m以ヒ

↓

ソ ソ ブ ノブ 0.1m以上

↑

千 千
t

0.15～0.3m
↓

陷鴾
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避難橋・避難用タラップ 滑　　 り　　 台 救　　 助　　 袋

二

●ハッチに格納したもの

降下空 間の水平投影面 積

以上 の面 積

●垂直式

/ ヶ

｢～- ∩　　･ 斜降式

1

1.5m以上
１

]]]] ①
１

ｸ1
1

O.bm以上10.5m以上|

ｌ　 ｉ　 ｌ

ｌｍ以上　1m以上
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